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販売業免許申請書 次葉6
酒 税

「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

(酒類販売管理者の選任予定者 )

(年齢 :  歳)

(酒類小売販売場の所在地及び名称 )

(酒類販売管理研修の受講予定等 )

受講 日又は受講予定日 :

平成・令和   年   月

研修実施団体 :

日

(店舗全体の面積)

In

(営業時間 )

時  分 ～

(定休 日 :

時 分 。 24時 間

)

(酒類売場の面積 )

1■ 1

(酒類販売管理者に代わる責任者 (予 定者)の人数及び氏名等)   総数 :    名

氏  名 (年 齢 ):指名の基準 1 氏  名 (年 齢 )1指名の基準 1 氏  毛 (年 齢 ):指名の基準

(  歳) (  歳 ) (  歳 )

(  歳 ) (  歳 ) (  歳 )

(  歳 ) (  歳 ) (  歳 )

(注)「指名の基準」欄には、次の 《責任者の指名の基準》のいずれかに該当する番号を記載 してください。

《責任者の指名の基準》

以 下11)～ 171に 掲げるいずれかに該当する場合には、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者の中から

酒類販売管理者に代わる者を責任者 として必要な人数を指名 し、配置してください。

111 夜間 (午後 11時 から翌 日午前 5時)において、酒類の販売を行 う場合 (成年者の指名をお願いしますc)

12)酒類販売管理者が常態として、その選任 された販売場に長時間 (2～ 3時間以上)不在 となることがある場合

13)酒類売場の面積が著 しく大きい場合 (100平方メー トルを超えるごとに、 1名 以上の責任者を指名 )

14)1司一建物内において酒類売場を設置 している階が複数ある場合 (酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名 以

上の責任者を指名 )

15)同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合 (20メ ー トル以上離れている場合)

161 複数の酒類売場が著 しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合 (3箇

所以上ある場合)

171 その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

(申 請する免許の条件)

1:卸売業 2:小 売業 (卸小売兼業を含む) 3:期 限付小売業 (免許期間の開始希望 日 :令和  年  月  日)

(小売販売場の業態等の区分)

1:一般酒販店 (酒屋、酒類専門店等) 2:コ ンビニエンスストア  3:ス ーパーマーケッ |ヽ   4:百 貨店
5:1～ 4以外の量販店 (デ ィスカウン トス トア等)6④ :業務用卸主体店 6① :ホ ームセンター・ドラッグス トア
60:そ の他 (                     )
※ 「6(C):その他」については、具体的に記戦 してください。

酒類の販売業免許の申請書の記載事項である「酒類の販売管理の方法」については、本様式に記載する方法による

ものとします。

項 日 区 分
※ 税務署整理欄

(実態確認状況)

酒
類
販
クL
管
理
者
関
係

1 酒類の販売業務を開始するときまでに、酒類販売管理研修を過去 3

年以内に受けた者の中から酒類販売管理者を選任する。
は い。いいえ

□ 適

□ 不適

2 公衆の見やすい場所 (通信販売を行 う場合は、カタログ等 (イ ンタ

ーネットを含む))に 、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受

講事績等を記載 した標識を掲示する。

は い・いいえ
□ 有

□ 無

十
成
未
満
の

者
の

飲
酒
防
止
関
係

1 20歳未満と思われる者に対して、身分証明証等により年齢確認を行

つ
は い。いいえ

□ 適

□ 不適

2 20歳未満の者の飲酒防止に関するボスターを掲示する。 は tヽ・いいえ
□ 有

□ 無

3 「ゥ⌒化⌒¨↓Ⅲ."_、 ヵrttr r※ 上記以外の取組をしている場合にその内容を具体的に記載してください。               ¬|て グリ4世 の 月又小且」 υ
'1坑

せそ t(例 )「 レジに啓発のためのグッズ等を置く」、「レジ袋 |こ 20歳 未満の者の飲酒防止啓発のための表示をする 等J



十
成

未
満
の

者
の

飲
酒
防
止

関
す
る
表
月く

基
準
の

実
施
予
定

~μアイ

1 酒類の陳列場所を設けて販売する。 は tヽ・tヽ いえ

は t,ヽ
.いいえ

は い・いいえ
□ 適 (□ 分離・□ 区分 )

□ 不適

は い。いいえ
□ 適

□ 不適

は t.ヽ
。いいえ

□ 適

□ 不適

2 酒類の通信販売 (イ ンターネ ッ トを含む)を行 う。

(注)1 この表示基準でいう「通信販売」とは、「通信販売酒類小売業免許」
を付与されて行うものに限らず、一般酒類小売業者が免許条件の範囲内
で行 う通信販売を含み、商品の内容・価格などをカタログ、新聞折込チ
ラシなどで提示し、郵便、電話、ファックスなどの方法で注文を受けて
行う販売をいいます。

2 「いいえ」に「○」を付した方は、次の (1)及び(2)の記載は不要です。

は tヽ ・tヽ いえ

は い。いいえ
□ 適

□ 不適

は tハ
.いいえ

□ 適

□ 不適

は t｀
。いいえ

□ 適

□ 不適

3 酒類の自動販売機を設置 しない。 は い。いいえ
□ 有

□ 無

※ 以下は、酒類の自動販売機を設置する予定がない場合には記載する必要はありません。

《酒類の自動販売機に対する表示基準の実施予定》

|1贋 号
※ 税務署整理欄
(実態確認状況)

自動販売機の設置予定年月 令  年  月 令  年  月 令  年  月 令  年  月

自 動 販 売 機 の 種 類
改良型・

改良型以外

改良型・

改良型以外

改良型・

改良型以外

改良型・

改良型以外

自動 販 売機 の 設 置 位 置 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外 店内 ・ 店外

二 関

圭す
が:ス
」二 ν

総蓄
の 不

者 基
の 準
飲 の
酒 士
|′

施
~‐ 5,
|こ  」

定

20歳未満の者の飲酒は

禁上 され て い る 旨
有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無

□ 適

□ 不適

免 許 者 の 氏 名

又  は  名  称
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

□ 適

□ 不適

酒 類 販 売 管 理 者

の   氏   名
有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無

□ 適

□ 不適

連 絡 先 の 所 在 地

及 び 電 話 番 号
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

□ 適

□ 不素

販 売 停 止 期 間 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無
□ 適

□ 不適

=

販 売 停 止 等 の た め の

タ イ マ ー の 設 置 の 有 無
有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無

□ 適

□ 不適

セ レク トボ タ ン部 分 へ の

酒類 である旨の表示 の有無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無

□ 適

□ 不適



販売業免許申請書 次葉 6(「酒類の販売管理の方法」に関する畢組計画書)の書き方

1 該当する「番号」、「はい」。「いいえ」、「有」。「無」等に○印を付してください。

2 「※ 税務署整理欄」には、何も記載 しないでください。

3 「酒類販売管理研修の受講予定等」欄には、酒類販売管理研修の受講 日 (受講予定日)及び受

講 した (受講予定の)酒類販売管理研修の研修実施団体名を記載 してください。

4 「小売販売場の業態等の区分」欄は、酒類販売業免許申請書に記載したものと同じ業態区分の

番号に○を付 してください。

5 「酒類の通信販売 (イ ンターネットを含む)を行う」欄の (注)1の「通信販売酒類小売業免

許」とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象 として、商品の内容、販売価格その

他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示 し、郵便、電話その他の通信手段によ

り売買契約の申込みを受けて当該提示 した条件に従って酒類の販売を行 うことができる販売業

免許です

θ F自童曇菫機の種類」欄は、設置予定の自動販売機が改良型自動販売機である場合には「改良

型」を、改良型以外の自動販売機である場合は「改良型以外」を○で囲んでください。

【注】 改良型自動販売機とは、対面販売 (又は対面交付)した磁気カードによってのみ稼動可能となる等の改

良がなされ、20歳未満の者による酒類の購入を防止することが可能と認められる自動販売機をいいます。

7 「自動販売機の設置位置」欄は、設置予定の酒類の自動販売機が、店舗の屋内に設置 され店内

に入 らなければ購入することができない状態 となっている場合には「店内」を、それ以外の場合

には「店外」を○で囲んでください (例 :店舗の敷地内であっても屋外に設置 されている場合に

は 「店外」 とな ります )。


